
   年   月   日 

 

（宛先）東京都板橋区長 

 

板橋区産業融資制度 利子補給金口座振替変更依頼書 

 

 板橋区産業融資に係る利子補給金については、下記とおり変更登録を願います。 

 

記 

 

変 更 適 用 基 準 月 

    年  月分の利子補給金から 

※適用基準月の翌月 10 日までに提出いただく必要があります。期日までに

提出いただけない場合には適用基準月が翌月以降になりますのでご注意くだ

さい。また、利子補給金の振込は適用基準月の 2 カ月後となります。 

【例：4 月分の利子補給金(基準月)→6 月振込(基準月の 2 ヶ月後)】 

利
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込

口

座 

金融機関 
コード  

名 称  

支 店 
コード  

名 称  

口 座 種 類 □ 普 通   □ 当 座   □ その他 

口 座 番 号  

口座名義 
ふりがな  

漢 字  

口座振替日等が休日の
場 合 の 営 業 区 分 

□ 翌営業日   □ 前営業日   □ 当 日 

毎月の適用利率通知用 
F A X 番 号 

       （         ） 

利 子 補 給 金 計 算 書 ・ 請 求 書 
発 送 先 住 所 

〒   - 

 

※変更適用基準月の翌月中旬頃の発送になります。 

例：4 月分利子補給金の計算書・請求書→5 月中旬頃発送→6 月振込 

 
金融機関名 
 及 び 
代 表 者 名                                   

 

連絡先 [電話]              [ご担当者]             


